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今週のキーワード 個別労働紛争解決制度（平成 13 年創設）は総合労働相談に加え、都道府県労働局長が

求めに応じ助言、指導、あっせんを実施する。平成25年までの解雇に関する相談51,515

件、あっせん申請件数 1,904 件。今回の調査のあっせんは 853 事例。支払われた金額

の中央値をみると、あっせんは 15 万 6,400 円。労働審判は 110 万円、裁判での和解は

230 万円とあっせんと比べ高い金額だった。正社員は労働審判や裁判を活用する傾向

が強く、非正規労働者はあっせんを使う割合が高かった。この金額の落差も課題の一

つ。 

個別労働紛争 
解決制度 
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復興特別所得税の記載漏れ申告者  
2014年分は約７万人と大幅に減少 

 

国税庁のまとめによると、2014年分所得税等の確

定申告における復興特別所得税の記載漏れ申告者

は、約７万人と前年度分の確定申告より減少したこ

とが分かった。 

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のた

めの施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法の創設に伴い設けられたもので、

2013年から2037年までの確定申告については、所得

税及び復興特別所得税を併せて申告・納付すること

とされている。 

しかし、最初の申告となった2013年分確定申告で

は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー

ナー」やｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）

などを利用せず、手書きにより申告書を提出した約

980万人のうち約4.7％に当たる約45.7万人が「復興

特別所得税」の欄への記載漏れ（空白のまま）だっ

たことが明らかになり、国税当局が記載漏れの申告

者に対して、昨年末まで行政指導などの是正措置を

図ってきた。 

このようなことから、国税当局は2014年分所得税

等確定申告に際しても、同庁ホームページ等を通じ

て復興特別所得税の記載漏れがないよう周知を行

ってきた。2014年分確定申告では、その効果もあり

2139.1万人の所得税等申告人員の0.7％に当たる手

書き申告書提出者（約900万人）のうち、記載漏れ

申告者は約７万人と前年分の６分の１弱まで減少

し、記載漏れ割合も0.7％まで低下した。 

解雇など労働紛争解決の９割は金銭で
労使ともに現職復帰を避けたい？訳も 

 

厚労省の外郭団体がまとめた「解雇などに関す

る労働紛争がどのように解決したか」の調査結果

によると、「金銭の支払いによる解決」が９割を

超えていた。紛争解決には全国労働局による「あ

っせん」（個別労働紛争解決制度）、「労働審判」

（裁判所）、「訴訟上での和解」の３つの解決制

度があって、この調査は合計約1500件が金銭解決

だった。この結果に労組などから「解雇を容易に

行うことにつながる」と反発が出ている。 

解雇を巡る紛争は労使闘争といった個人より

も組織の利害に長年、比重が置かれた。時代が変

わり、労基法を見直すなど労使間の「古くて新し

いテーマ」に安倍内閣の産業競争力会議が焦点を

当てた。そもそも各々の社員は、労働審判など３

通りの方法を知る必要がある。調査結果では政府

が導入を目指す「解雇の金銭解決」制度の具体化

に向け議論が始まろうとしている。 

外国はどうか―米英独仏伊のほかスペイン、デ

ンマーク、韓国、オーストラリアの９カ国の制度

も調べた。米国を除く８カ国は「解雇に正当な理

由が必要」（日本も正式文書が必要）で、不当解

雇の場合、現職復帰か補償金での解決が可能とい

う。金銭解決が多くなるのは労使ともに現職復帰

は無理と分かっているが労働者は補償金額に不

満だ。しかし拙速を避けたい有識者会議は解決に

向けた取り組みを先送りした。 
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